
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
等
に
関
す
る
政
令

新
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行
令
（
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十
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政
令
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三
百
十
八
号
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（
抄
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一
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係
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働
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部
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和
五
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令
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○

労
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衛
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施
行
令
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一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

5

○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係

）
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○

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
三

条
関
係
）

7
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○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
）

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
次
に
掲
げ
る
機
械

３

法
第
四
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
次
に
掲
げ
る
機
械
等
（
本

等
（
本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
く
。
）

邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
く
。
）
と
す
る

と
す
る
。

。

一
～
三
十
四

（
略
）

一
～
三
十
四

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
定
期
に
自
主
検
査
を
行
う
べ
き
機
械
等
）

（
定
期
に
自
主
検
査
を
行
う
べ
き
機
械
等
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
第
十
三
条
第
三
項

２

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
第
十
三
条
第
三
項

第
八
号
、
第
九
号
、
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
機
械
等
並
び

第
八
号
、
第
九
号
、
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
機
械
等
並
び

に
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
機
械
等
と
す
る
。

に
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
機
械
等
と
す
る
。

附

則

附

則

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
に

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
に

関
す
る
経
過
措
置
）

関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
機
械
等
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定

第
五
条

次
に
掲
げ
る
機
械
等
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適

は
、
適
用
し
な
い
。

用
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
に

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
に

関
す
る
経
過
措
置
）

関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
で
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
前
に
製
造

第
三
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
等
で
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
前
に
製
造

さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「

さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
に
関

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
に
関

す
る
経
過
措
置
）

す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
令
第
十
三
条
第
四
十
一
号
に
掲
げ
る
機
械
で
、
昭
和
五
十
二
年
十

第
三
条

新
令
第
十
三
条
第
四
十
一
号
に
掲
げ
る
機
械
で
、
昭
和
五
十
二
年
十

月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全

月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全

衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用

衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

し
な
い
。

。
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○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
九
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
に

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
に

関
す
る
経
過
措
置
）

関
す
る
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
十
三
条
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
二
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る

２

改
正
後
の
第
十
三
条
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
二
号
の
四
ま
で
に
掲
げ
る

機
械
等
（
型
わ
く
支
保
工
用
の
パ
イ
プ
サ
ポ
ー
ト
を
除
く
。
）
で
、
昭
和
五

機
械
等
（
型
わ
く
支
保
工
用
の
パ
イ
プ
サ
ポ
ー
ト
を
除
く
。
）
で
、
昭
和
五

十
七
年
一
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

十
七
年
一
月
一
日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
に

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等
に

関
す
る
経
過
措
置
）

関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）

第
二
条

改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）

第
十
三
条
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
機
械
等
（
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
施

第
十
三
条
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
機
械
等
（
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
施

行
令
第
十
三
条
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

行
令
第
十
三
条
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
機
械
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

）
並
び
に
新
令
第
十
三
条
第
四
十
五
号
及
び
第
四
十
六
号
に
掲
げ
る
機
械
等

）
並
び
に
新
令
第
十
三
条
第
四
十
五
号
及
び
第
四
十
六
号
に
掲
げ
る
機
械
等

で
、
平
成
三
年
十
月
一
日
前
に
本
邦
に
お
い
て
製
造
さ
れ
、
又
は
本
邦
に
輸

で
、
平
成
三
年
十
月
一
日
前
に
本
邦
に
お
い
て
製
造
さ
れ
、
又
は
本
邦
に
輸

入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規

入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、

定
は
、
適
用
し
な
い
。

適
用
し
な
い
。
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○

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
譲
渡
等
の
制
限
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
譲
渡
等
の
制
限
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
次
項
に
お

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
次
項
に
お

い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
五
項
の
表
法
別
表
第
二
第
十
六
号

い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
五
項
の
表
法
別
表
第
二
第
十
六
号

に
掲
げ
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
ハ
ロ

に
掲
げ
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
項
の
下
欄
に
規
定
す
る
ハ
ロ

ゲ
ン
ガ
ス
用
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

ゲ
ン
ガ
ス
用
又
は
有
機
ガ
ス
用
の
防
毒
機
能
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼

吸
用
保
護
具
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
、
令
和
六
年
十
月
一

吸
用
保
護
具
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
、
令
和
六
年
十
月
一

日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生

日
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
安
全
衛
生

法
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、

法
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し

適
用
し
な
い
。

な
い
。
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○

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
労
働
安
全
衛
生
法
等
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
等
）

（
労
働
安
全
衛
生
法
等
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
等
）

第
六
条

法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

第
六
条

法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

派
遣
先
の
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
派
遣
先
の
事
業
」
と
い
う
。
）

派
遣
先
の
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
派
遣
先
の
事
業
」
と
い
う
。
）

に
関
し
労
働
安
全
衛
生
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
四
十
五

に
関
し
労
働
安
全
衛
生
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
四
十
五

条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
安
全
衛
生
法
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は

条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
安
全
衛
生
法
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は

、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
替
え
に
係
る

読
み
替
え
ら
れ

読
み
替
え
る
字
句

読
替
え
に
係
る

読
み
替
え
ら
れ

読
み
替
え
る
字
句

労
働
安
全
衛
生

る
字
句

労
働
安
全
衛
生

る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条
第

（
略
）

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

（
略
）

三
項

第
三
項

第
三
十
二
条
第

第
三
十
条
の
四

第
三
十
条
の
四
第
一
項
（
労
働
者

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

四
項

第
一
項

派
遣
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）

同
項

第
三
十
条
の
四
第
一
項

（
新
設
）

（
新
設
）

第
三
十
二
条
第

若
し
く
は
第
四

若
し
く
は
第
四
項
（
労
働
者
派
遣

第
三
十
二
条
第

若
し
く
は
第
四

若
し
く
は
第
四
項
（
労
働
者
派
遣

七
項
及
び
第
八

項
、
第
三
十
条

法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に

六
項
及
び
第
七

項
、
第
三
十
条

法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に

項

の
二
第
一
項
若

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

項

の
二
第
一
項
若

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

し
く
は
第
四
項

）
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
若
し

し
く
は
第
四
項

）
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
若
し

、
第
三
十
条
の

く
は
第
四
項
（
労
働
者
派
遣
法
第

、
第
三
十
条
の

く
は
第
四
項
（
労
働
者
派
遣
法
第

三
第
一
項
若
し

四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

三
第
一
項
若
し

四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

く
は
第
四
項
、

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、

く
は
第
四
項

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
三
十
条
の
四

第
三
十
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は

第
三
十
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
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第
一
項

第
四
項
（
労
働
者
派
遣
法
第
四
十

第
四
項
（
労
働
者
派
遣
法
第
四
十

五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

十
条
の
四
第
一
項
（
労
働
者
派
遣

法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
五
条
第

前
二
項

労
働
者
派
遣
法
第
四
十
五
条
第
三

第
四
十
五
条
第

同
項

労
働
者
派
遣
法
第
四
十
五
条
第
三

三
項

項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
第

二
項

項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
前

一
項

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
二
十
条
第

（
略
）

（
略
）

第
百
二
十
条
第

（
略
）

（
略
）

一
号

第
四
十
五
条
第

第
四
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第

一
号

第
四
十
五
条
第

第
四
十
五
条
第
一
項
、
同
条
第
二

一
項
か
ら
第
三

二
項
、
同
条
第
三
項
（
労
働
者
派

一
項
若
し
く
は

項
（
労
働
者
派
遣
法
第
四
十
五
条

項
ま
で

遣
法
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定

第
二
項

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ

に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

る
場
合
を
含
む
。
）

。
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
労
働
安
全

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
労
働
安
全

衛
生
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る

衛
生
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る

同
法
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

同
法
の
規
定
の
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
替
え
に
係
る

読
み
替
え
ら
れ

読
み
替
え
る
字
句

読
替
え
に
係
る

読
み
替
え
ら
れ

読
み
替
え
る
字
句

労
働
安
全
衛
生

る
字
句

労
働
安
全
衛
生

る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
六
条

第
三
十
一
条
第

第
三
十
一
条
第
一
項
（
労
働
者
派

第
三
十
六
条

第
三
十
一
条
第

第
三
十
一
条
第
一
項
（
労
働
者
派

一
項
、
第
三
十

遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の
規

一
項
、
第
三
十

遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の
規

一
条
の
二
、
第

定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

一
条
の
二
、
第

定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

三
十
二
条
第
一

む
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二
（
労

三
十
二
条
第
一

む
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二
（
労

項
か
ら
第
六
項

働
者
派
遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五

項
か
ら
第
五
項

働
者
派
遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五

ま
で
、
第
三
十

項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場

ま
で
、
第
三
十

項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
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三
条
第
一
項
若

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
二
条
第

三
条
第
一
項
若

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
二
条
第

し
く
は
第
二
項

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
労
働
者

し
く
は
第
二
項

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
労
働
者

又
は
第
三
十
四

派
遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の

又
は
第
三
十
四

派
遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の

条

規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を

条

規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
二
条
第
六
項

含
む
。
）
、
第
三
十
二
条
第
五
項

、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
労
働
者

、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
労
働
者

派
遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の

派
遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の

規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を

規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
第
二
項

含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
第
二
項

又
は
第
三
十
四
条
（
労
働
者
派
遣

又
は
第
三
十
四
条
（
労
働
者
派
遣

法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の
規
定

法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の
規
定

に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む

。
）

。
）

第
三
十
二
条
第

第
三
十
二
条
第
七
項
（
労
働
者
派

第
三
十
二
条
第

第
三
十
二
条
第
六
項
（
労
働
者
派

七
項

遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の
規

六
項

遣
法
第
四
十
五
条
第
十
五
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）

む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）


